
【スケジュール：タイプC】

※申請から交付決定まで一定の期間を要すため、2月末までに事業が完了するよう余裕をもった申請をお願いします。

補助対象事業

の完了
ー

実績報告

【次のいずれか早い期日まで】

・事業の完了の日又は設定目標の判定日から起算して30日を経過した日

・令和8年2月末日

補助金の

交付
実績報告の検査が完了し、交付額が確定してから（精算払）

補助対象事業

の開始
ー

※事業計画変更

報告

交付決定時には予想し得なかった要因によるやむを得ない事由により、補助対象経費の変

更（※増額を伴わず、補助対象経費の30パーセント以内は軽微な変更としてみなす）が生

じた場合に報告要。

※遅延等報告 交付決定時には予想し得なかった要因によるやむを得ない事由により、補助対象事業の完

了に遅れが生じた場合に報告要。

交付申請 申請（事業完了）期限：令和7年10月1日（水曜日）から令和8年2月27日（金曜日）

審査 応募書類の提出を受けて随時行う

交付決定 応募書類受付日から約1ヶ月程度

入会期限
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○「みやざき女性の活躍推進会議」には、「事業の完了日」までに入会
※対象事業者のみ
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